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５．保護司の安全確保

〔現状認識〕
、 、 、 、令和６年５月 滋賀県大津市において 保護司が 自宅において殺害され

担当する保護観察対象者が殺人容疑で逮捕される事案があった。
この事案は、現時点において捜査中であり、その事実関係を断ずることは

できないが、これまで保護司が被害に遭われた重大な事案については、昭和
３９年に北海道において、保護司が、担当していた元保護観察対象者によっ
て殺害された事案、平成２２年に茨城県において、保護司の自宅が、担当す
る保護観察対象者によって放火され、全焼した事案があった。このほか、金
品を盗まれる、物を壊される、暴行を受けて怪我をするなどの事案が発生し
ている。
更生保護制度及び保護司制度の維持・発展のための歩みを止めてはならな

いが、保護司の安全が脅かされるような事態が生じることは許されず、現実
に保護司が抱えている不安の軽減や保護司が安全に安心して活動を継続して
いくための環境の整備について、可能なものから順次取組を進めていく必要
がある。
なお、不幸にして保護司が被害に遭われてしまった場合には、国家公務員

災害補償法及び保護司物損補償制度による補償の対象となる。国家公務員災
害補償法については、保護司が保護観察を実施するに当たって身体的損害を
受けた場合など、公務上災害を受けたときに適用される。また、保護司物損
補償制度については、上記平成２２年の事案を踏まえて創設されたもので、
国家公務員災害補償法による補償の対象外である物的損害に対する補償のほ
か、保護司家族等に対する傷害なども補償の対象となっている。

〔課題事項に対する保護司の主な意見〕
全国の保護司に対して行っている不安等の聴取等では、これまでに、主に

次のような意見が寄せられている。
①保護司や家族の不安の軽減等
・保護司を続けることについて家族から反対された。
・保護司自身以上に、家族が保護司の活動に対して不安を感じている。
・同居する家族等から心配の声が上がっているが、現在担当しているケ
ースは最後まで担当したい。

・保護司自身は冷静に受け止めているが、保護司宅の近隣住民から不安
の声がある。

・自宅での面接時、家人に茶菓を出してもらうなどして自宅に人がいる
ことを伝えたり、家人に隣室で控えてもらうよう工夫していたが、最
近は家族の協力を得ることが難しくなっている。

・事件を担当している、又は担当したことがある保護司は、保護観察対
象者をよく承知しているので、特に不安等を抱えていないが、新任の
保護司や事件担当をしたことがない保護司が、比較的不安を感じてい
る傾向にある。

・経験の浅い保護司は不安に思うだろうから、自主研修等を活用して保
護司同士で経験の浅い保護司をサポートしたい。

・女性の保護司は、男性の保護観察対象者を担当することに不安を感じ
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ている。
、 、・保護司会として 更生保護サポートセンターに新任保護司等を集めて

不安や悩みを相談してもらえるような機会を設けている。
・個人情報保護の観点には留意しつつも、新任保護司が事件を担当する
ことになったら、会長に情報を共有してもらえると、新任保護司への
声かけなどができるので、不安等も軽減できるのではないか。

・感情の起伏が激しい保護観察対象者には不安を感じる。
・今後、粗暴事案は複数指名とし、なるべく自宅を知られないようにす
る配慮が必要である。

・保護司に任せて大丈夫な保護観察対象者かどうかしっかりとアセスメ
ントしてほしい。

・保護観察が長期にわたる場合、複数指名で交互に面接したり、途中で
の交替も必要ではないか。

・今回、保護観察官から事件担当中の保護司の声を聞いてもらったこと
はありがたかった。

・保護司のメンタルケアをお願いしたい。相談に乗ってもらえる体制作
りが必要。

・定期駐在の機会を活用するなどして、保護観察官面接の頻度を高めて
ほしい。

・もっと保護司と保護観察官は密に連携を取るべきで、そのためにもっ
と保護観察官を増やしてほしい。

・保護観察所の体制が複数の保護観察官によるユニット制になったこと
、 。で 地区担当官が不在でも相談できる体制が整ったので安心感がある

・連絡カードに保護司の名前と連絡先が記載されているが、保護観察対
象者による紛失なども考えられ、不安を感じる。

②自宅以外の面接場所の確保等
・自宅で面接するのが怖いと感じた。
・全てのケースの面接を更生保護サポートセンターで行った方がいい。
・面接機能に特化した更生保護サポートセンターのサテライトを設置す
べき。

・保護司の自宅で面接することへの否定的風潮が高まることを危惧す
る。自宅で面接するメリット等も考慮してほしい。

・自宅以外での面接を否定するわけではないが、自宅に招いて面接する
ことに保護司の神髄があるのではないか。

・更生保護サポートセンターが使いにくい（土日・夜間対応ができな
い 。）

・更生保護サポートセンターは遠くて活用できない。地域の公民館等の
公共施設を借りられるようにしてほしい。

・更生保護サポートセンターに防犯カメラを設置してほしい。
・夜間・休日でも安心して面接できる環境を整備してほしい。
・面接時に公共施設を利用すると、その利用料の支払いを求められるな
ど、地方公共団体の理解や協力が十分でないため、地方公共団体の理
解が得られるような働き掛けをお願いしたい。

・全市町村で公民館が無料で使えるようになればいい。
・地方公共団体や社会福祉協議会などが面接場所として施設の提供を申
し出てくれることがあった。

・保護司や保護観察官に緊急連絡用の電話番号を付与してはどうか。
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・対面でなく、オンラインによる面接も考えられる。
③保護司や保護観察対象者についての理解の促進等
・保護観察対象者は危険な存在なんだと一律に捉えてほしくない。
・保護観察対象者が世間から偏見を持って見られるようになるのではな
いか心配である。

・保護観察対象者が、より偏見に晒される。就職が困難になる。
・住民の誤解や保護観察対象者への偏見を危惧する保護司も多数いると
ころ、保護司という更生の支え手を地域住民が正しく理解し、住民全

、 。体で支えることこそが重要という前提で 積極広報に取り組んでいる
・職場では、保護司であることを承知してもらっているので、この機会
に保護司や更生保護について説明し、理解を深めてもらった。

・現在担当しているケースについて、いきなり複数指名にしたり、面接
場所を変えたりするなど、これまでと違った対応にすると保護観察対
象者本人との信頼関係が壊れてしまう。保護観察対象者から見えるこ
ちらの態度も意識する必要がある。

・全てのケースで保護司複数指名制を希望する意見がある一方で、相手
に威圧感を与え、信頼関係の構築が難しくなるといった意見もある。

・保護司複数指名制は日程調整が難しいので避けてほしい。
・保護司適任者の確保がますます難しくなる。
・地方公共団体から保護司の安全を心配する声が上がっている。
・保護観察官から保護観察対象者に対して、今般の事件についての気持
ちや、保護司に対する不平不満がないかなど聞いたらいいのではない
か。

④今般の事案の検証等
・今般の事案について、情報開示やしっかりとした検証・説明を行って
ほしい。

・今般の事案の原因や背景を究明して共有してほしい。
・今般の事案の経緯、犯人の動機を知ることで、面接時の留意点など今
後の保護司活動に繋げたい。

・保護観察所としてのリスク管理、問題把握を徹底していただきたい。
保護観察開始時だけでなく、保護観察が経過する中での再検証を徹底
していただきたい。

〔今後講じていく施策等〕
（１）地区担当官である保護観察官は、保護司からの保護観察経過報告書及び

、 、生活環境調整報告書による報告により 特異な状況が見受けられたときや
事故報告があったときには、保護司と必要な意見の交換及び情報の共有を
行っているところ、これらに加え、定期的に保護観察事件の点検を実施す
るとともに、電話連絡のほか、定期駐在や研修会等の機会を通じて、能動
的に、個別のケースに係る保護司の不安等を適時的確に把握し、これに応
じて保護観察官による直接担当としたり、保護司複数指名制を活用するな
どの適切な措置を講じること。

（２）地区担当官である保護観察官が、日頃から担当地区に出向くなど様々な
機会を通じて保護司一人ひとりとコミュニケーションを積み重ねること
で、保護司から相談のしやすい関係性を構築すること。また、そこで聴取
等した保護司の意向を十分に踏まえ、保護観察官において、保護観察事件
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について保護司と保護観察対象者等との面接に同席したり、保護司ととも
に就労先を訪問したり、あるいは生活環境調整事件について引受人宅への
訪問に同行したりするなど、処遇の充実や保護司の安全確保の観点から、
保護観察官による直接関与の強化に臨機に取り組むこと。

（３）保護観察対象者が異性である場合や保護観察期間が長期にわたる場合に
は、地区担当官である保護観察官において、保護司の意向や保護司と保護
観察対象者等との関係性を十分に踏まえつつ、必要に応じて、担当保護司
の交替や保護司の複数指名を含め、より効果的な保護観察処遇を実施する
ための措置を講じること。

（４）保護観察付全部執行猶予者の保護観察の円滑な開始について、保護観察
所において、当該保護観察所の所在地を管轄する裁判所との緊密な連絡に
努めるなどしているところ、保護観察の開始当初は保護観察官による直接
担当とし、アセスメント等を実施して保護観察対象者の再犯リスクや特性
を見極めた上で、直接担当を継続するか担当保護司を指名するか判断する
という運用の在り方について検討すること。

（５）保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織し、保護司会の会
員となるとされ、保護司会は、その任務として、保護司の職務に関し必要
な資料及び情報の収集を行うこととされている。保護観察所及び保護司会
において、個人情報の保護に留意しつつ、定期駐在や研修会等の機会を通
じて、担当ケースに関する処遇上の悩み等を共有することができるように
することで、保護司会としても個々の保護司の処遇活動を支援できるよう
な体制を構築すること。

（６）保護司と保護観察対象者等との面接場所について、保護観察所及び保護
司会において、保護司の意向や保護司と保護観察対象者等との関係性を十

、 、分に踏まえつつ 保護司の自宅以外の場所で面接を行うことができるよう
地方公共団体や関係機関・団体の理解と協力を得ながら、更生保護サポー
トセンターの保護区内の複数設置を含め、公民館等の公的施設や貸会議室
等の利用など、保護司のみならず、保護観察対象者等にとっても利便性の
高い面接場所を拡充すること。

（７）保護司と保護観察対象者等との面接の在り方について、保護観察所及び
保護司会において、保護司の意向や保護司と保護観察対象者等との関係性
を十分に踏まえつつ 保護観察対象者等の特性に応じて 情報通信技術 Ｉ、 、 （
ＣＴ）を活用した保護観察官や企画調整保護司等によるオンラインでの同
席や、更生保護サポートセンターへの防犯カメラの設置（あるいは防犯カ
メラが設置された場所への移転）を含め、第三者による見守りがある状況
下での面接実施に留意すること。

（８）保護観察所において、保護司会の協力を得るなどして、保護司からの夜
間・休日における保護観察所の緊急相談先（緊急連絡端末の電話番号）に
ついて、定期駐在や研修会等の機会を通じて、改めて広く周知するととも
に、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用するなどして、保護観察官及び保護司
の利便性や安全確保のための実効性を担保した緊急連絡の在り方について
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検討すること。

（９）保護局において、捜査機関における捜査状況等を踏まえつつ、今般の事
案に関する調査・分析を行うとともに、アセスメントツールであるＣＦＰ
（Case Formulation in Probation/Parole：令和３年１月導入）の充実
を図ること。また、それを踏まえた保護司研修の充実を図ること。

（ ） 、 、１０ 保護司からは 保護観察対象者が偏見によって誤解されてしまうとか
保護司適任者の確保が一層困難になるなどの意見があるところ、保護観察
所及び保護司会において、社会を明るくする運動や保護司活動インターン
シップ、保護司セミナー、地方公共団体の広報誌等を通じて、更生に向け
て努力する保護観察対象者の姿や保護司活動の実際、更生保護の意義につ
いて、改めて地域社会に対する啓発に取り組むこと。

（ ） 、１１ 保護司が安全に安心して活動を継続していくことができる環境作りは
持続可能な保護司制度の確立に向けた前提となることから、保護司の安全
確保や更生保護サポートセンターを含めた面接場所の確保を国及び地方公
共団体の責務として定めることや、所属する保護区外にある更生保護サポ
ートセンターを含めた面接場所をより円滑に利用できるようにすることな
ど、保護司法を始め関係法令の見直しについて検討すること。加えて、ア
セスメントの充実に向けた保護観察対象者に関する情報収集の強化のため
の方策についても、法改正を含めて検討すること。



保護司から聴取した不安等の状況 
（令和６年６月末日現在） 

 
法務省保護局 

 

１． 保護観察を担当している保護司（聴取数：16,184 人）

に対する不安等の聴取結果 

聴取の際に不安を示した保護司数   １，４８０人 

  【不安の内容(重複回答あり)】 

   ・自宅で面接することへの不安 

                      ４８０人 

   ・粗暴性がある対象者を担当することへの不安 

                      ２７８人 

   ・家族や周囲の人から不安や反対を示されることによる不安        

                      ４４４人 

   ・その他の不安 

                      ４８２人 

      ※ その他の不安としては、例えば、 

・ 今後保護司のなり手確保が困難になるのではないか 

・ 保護観察対象者は危険との風評が広まるのではないか、

それにより対象者の更生が困難になるのではないか 

・ 保護観察や生活環境の調整で対象者宅や引受人宅を初

めて訪問するときなどに不安を感じる 

などの声が聴かれた。 

   ※ 保護観察を担当していない保護司への聴取は現在実施中 

 

 

２． 本事案による保護司の委嘱等への影響 

（１） 本事案を受けて退任の意向を示した保護司数 

                   １０人 

（２） 新任保護司として委嘱手続中だったが、本事案を受

けて委嘱を辞退した方の数 

                   １６人 
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